
司研総第000183号

（庶ろ－03）

平成23年3月25日

地方裁判所長殿（東京を除く。 ）

司法研修所長佐々木茂美

ﾉ会、

平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上， 出席者の氏名を別紙様式により4月

7日（木）までに当研修所事務局総務課庶務係筋野

あてメールにより回答してください。

なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま

す（横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所を除く。 ） 。
/季、



(別紙様式）

（ 文書番号 ）

（ 分類記号 ）

平成23年 月 日

司法研修所長殿

地方裁判所長
/一､

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月25日付け総第000183号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

へ

(注）標題の「 （第回） 」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

官職
民事又は

刑事の別

ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習

の期別
備 考



平成23年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」，

別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者5月30日 （月）午後零時50分

イ第2回出席者及び参列者6月 6日 （月）午後零時50分

（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について｣ ．
参照） 。

なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し

た場合の宿泊料が支給されますので， あらかじめ御了承ください。

/垂､

芦、

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点,参考意見等がありましたら， 4月7日

(木)までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください(送付書不要,ﾌ

ｧｸｼﾐﾘ 1)可｡ ) 。
4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は,追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給します（7の利
用料金及び懇談会費を差し引いた金額になります。印鑑（シャチハタ等のスタ
ンプ式は不可）を御持参ください。 ） 。ただし，東京地方裁判所（立川支部を
含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出席者は，所属庁の
ICカード等を利用してください（当研修所において旅費の支給はいたしませ
ん。 ） 。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
（3）航空機の利用

ア航空機の利用が可能な地域

次の高等裁判所管内の地域から招集される出席者です。航空機を利用した

場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等の利用に要する料金を除

く。 ）で,-現に支払った金額を支給します。ただし，極力，各種割引航空券
を利用してください。

航空機を利用する場合には， 「航空賃の請求に関する手続について（事務
連絡） 」記載の証明書類を提出期限までに当研修所事務局経理課経理係にフ

ァクシﾐﾘで提出してください(送付書不要,ﾌｧｸｼﾐﾘ｜
’ ｜) 。
（ｱ）広島（ただし，岡山地方裁判所管内を除く。 ）

（ｲ）福岡

（ｳ）札幌

や二）高松

イアの地域以外から航空機を利用した場合には，原則としてJR等による交
通費を支給することになります。

一

’

一

(4)旅費

話番号

(5)弁護

平成2

旅費

平成2

及び旅行 日程につき不明な場合には，当研修所事務局経理課経理係（電

|)にお問い合わせください。I
士会からの出席者については， 支給される日当から所得税を源泉徴収し，

払調書（源泉徴収済みであることを明ら4年2月上旬に当研修所から支払調書

かにする書面）を送付します。

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者

のみ。 4, 000円）は，協議会当日，受付において徴収します(6(1)の旅費か
ら利用料金及び懇談会費を差し引いた出席者及び参列者を除く。 ） 。

－2－



8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月7日
（木）まで

アクシミリ

(1)別紙第

ﾘf修朗事務一】ハ課庶務 係に提出してください（送付書不要。フ
）可。 ） 。

習生指導担当者協議会（第1回）におけ双Z3 ’‐百 イ膠

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

(2)別紙第9－2 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 ｢司法研修所食堂の利用について」を御参照くださー､
い。

ｰ、

－3－



別紙目録

別紙第1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

別紙第2協議事項

別紙第3 日程表

別紙第4司法研修所への交通案内図

別紙第5バス運行時刻表

別紙第6 司法研修所配置図

別紙第7 司法研修所いずみ寮の利用について

別紙第8 司法研修所食堂の利用について

別紙第9－1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

別紙第9－2平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

~､

●

公



(別紙第1）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

角

~、

高裁
管内
実務
修習地

仕 F

零丁 ≦ 姿 〔
地方

民事

上判屑

飛

ー

T

Z
■■

子
矛

検察庁 弁護士会 計
開催月日

東 京

名古屋

仙台

札幌

（計）

東京

立川支部

横浜

さいたま

千葉

水 戸

宇都宮

前橋

静岡

甲府

長野

新潟

名古屋

岐阜
金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

札幌

函館

旭川

釧路

(26）

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

、 1

1

1

、 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1●

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

東京 1

第一東京 1

第二東京 1

(東京三多摩支部） 3
1

(埼玉） 1

(千葉県） 1

(茨城県） 1

(栃木県） 1

(群馬） 1

(静岡県） 1

(山梨県） 1

(長野県） 1

(新潟県) 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

1

1

1｡

1

30

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

111

〔第1回〕

5月30日
(月）
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〔第2回〕

6月 6日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 矛別実務修習の指導の現ホ

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実務修習に

おける各分野の指導準則等に基づいて,御指導をいただいているところであるが，

5期目を迎えた新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成プロセスに

おける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習における分野別実務修習

の位置付け等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，各配属庁会

における新第64期司法修習生の実情（能力，資質等）につき，これまでの司法

修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，分野別実務修習における指
導内容や方法について協議したい。

瓜

2 弓務修習0

(出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会において，選

択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログラムを策定，実施

していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体現するものとして，その成

果を積み重ねているところであるが,その一方で司法修習生の取組姿勢等を含め，

改善すべき課題等も指摘されている。この点については，最高裁判所司法修習委

員会における検討結果を踏まえ，本年1月19日付けの司法研修所所長書簡によ

り，司法修習生の自発的な取り組みを促すための選択型実務修習の運用イメージ

を提案するなどしたところであるが， この機会に，各配属庁会における選択型実

務修習の運用の実情を確認するとともに，上記提案等も踏まえ，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含めて，各配属庁会におけ

る選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等について協議した

公

い｡

以上



(別紙第3）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

P，

9

ハ

月 日 時間 実施内容

〔第1回〕

5月30日 （月）

〔第2回〕

6月 6日 （月）

12 ：00

～

13 ： 00

13 ： 00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

16 ： 30

～

17 :00

17 ： 30

～

18 ： 50

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費？寮利用料金徴収手

続等〕

司法研修所長あいさつ

事務局説明

(中講堂）

分科協議

民事裁判（第5教室西館2階）

刑事裁判（第6教室西館2階）

検 察（第7教室西館2階）

弁 護（第8教室西館2階）

総合協議（中講堂）

$心

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ



(別紙第4）

司法研修所への交通案内図

至大宮

至大宮
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西武ノ

東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号角

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕 和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一→和光市駅約35分(急行）
池袋駅一一一一〔西武池袋線〕－－一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕－一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-UR武蔵野線〕一一北朝霞駅約8分
南浦和駅一〔限武蔵野線〕－一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕一一和光市駅約6分
.バス

和光市駅一一一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕－→司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一一司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕一→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕一一→司法研修所約15分

司法研修所



(別紙第5）

バｽ連症時刻表(最寄り駅から司法研修所まで）【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合がありますb

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武バス「司法研修所循藻」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

一、

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，

「司法研修所」にて下車 。 （所要時間
バス停

約12分）

(2) 西武パス「成増駅南口行き」に乗車バス停

｢司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所ま
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります6

で）

l東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武バス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分)

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

へ

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停

「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）
(2) 西武パス城増駅南口行き」に乗車，

｢司法研修所」にて下車 （所要時間
バス停

約15分）
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(別紙第6）

壱司法石汗イ彦戸斤酉己置図

和光樹林公瞳

JI;
東武・司法研修所循環

,::
東武・司法研修所循環
「司法研修所」バス停○

北門

第2駐車場 体育館

棟）

戸、 ひ
か
り
寮

グラウンド

東
館

日日
影ゞ影 中ゞ庭テニスコート

門

日
本館本館本館

魚、

大講堂 ①。大泉学園駅行西武 き

日
前庭

西 館 門正

一
南門第1駐車場
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西武②大泉学園駅行き越後山通り



(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は，着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

角

摩､



5エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で■番又は■■■番を

押してください｡■■■■■■■に繋がりますので，その指示に従ってください ◎

8朝食について

朝食は，平日のみ，午前8時から午前9時30分まで図書館棟2階の食堂（現

金払い360円）が利用できます（ただし，第1回開催時は，都合により利用す

ることができません。 ） 。

なお，昼食については,別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を参照し

てください。

偉､

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで) ,東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

角

-2－



なお， 日曜日の入構は，北門（歩行者出入口：終日解放）を利用してください。
喫煙について

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。

その他

13

14

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

ロ割 ）にお問い合わせください。 ＃

則

へ

桑

－3－



(別紙第8）

司法研修所食堂の利用について

1 朝食（王且空皇営業） ※第1回開催時は御利用いただけません。

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食360円となっております。食事の前，食堂に直接お支払い

ください。

2昼食（聖日の丑営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。食事の後，食堂に直接お支払いください。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課庶務係

（電話番号048－460－2000）にお問い合わせください。

侭、

摩､



(別紙第9－1）

平成23年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番

）

(自宅住所）

※族愛支給手続に必要ですので，必ず記舷してください。

〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

角
標記の利用等については，下記のとおりです。

記

月29日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を ．

□利用する。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 5月29日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 5月29日 （日）終日及び同月30日 （月）の朝食は，食堂を利用できませ
ん。

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

□‘ 含む雌利用j&
口利用しない。

口宿泊しない。

5月29日1

緯､

5月30日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口利用する。

鯛剛 Ⅷ
□し星壽撫言…利用Ⅷ

口利用しない。

口宿泊しない。

2



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

｛5月30日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

［5月30日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

1［呂麓” ”用し口新幹線（特急）を

口復路のみ

菫：
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

薑鰯驍：
なお，のぞみ号を

口利用しない。

3

4

5

公

●

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
角

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）恋承云貢(4,UUUHノ及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9－2）

平成23年 月 日
司法研修所事

(FAX番号

務局総務課庶務係 御中

’ 割 ）
(庁会名）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
一

丁

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）｡

標記の利用等については，〕いては，下記のとおりです。

記

の宿泊施設として，いずみ寮を

［□、戦利用す＆6月6日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

へ

1 6月5日 （日）

口利用し，〆

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月5日（日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 6月5日 （日）は，終日食堂を利用できません。

／□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
、口宿泊しない。

、 □へ

2 6月6日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［「口蔓用其簔呈臓:騏鰯食〆 口食堂を利用しない。

｢目鰯裳繍鰯撫1用する。
｜ （住所･市区町村名まで）

［ ］

L口宿泊しない。

一口利用しない。
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口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

(口&席す＆
口出席しない。

］{:麓〃 ”用し
口復路のみ

6月6日 （月）の昼食は3

6月6日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

侭

□
□
□
□
□
□
□
□

ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
〆
１
１
１
’
し

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

グリーン車を

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

なお，のぞみ号を

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

ハ

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は，懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月6日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



司研総第000184号

（庶ろ－03）

平成23年3月25日

東京地方裁判所長殿

司法研修所長佐々木茂美

瓜
平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

7日（木）までに当研修所事務局総務課庶務係筋野（ ）

あてメールにより回答してください。

なお，立川支部に対しては，貴庁から周知してください。

得､



●

(別紙様式）

（ 文書番号

（ 分類記号

平成23年 月

ｊ
ｊ

日

司法研修所長殿

地方裁判所長
~、

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月25日付け総第000184号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

/季､

(注）

1 標題の「 （第回） 」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2備考欄に，出席者の所属「本庁」又は「立川支部」を記入する。

官職
民事又は

刑事の別

ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習

の期別
備 考



平成23年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1開催日， ･対象庁会等

別紙第1 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048-460-2000 (代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図｣を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者5月30日（月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月 6日 （月）午後零時50分
（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には, 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について｣ ．
参照） 。

なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

ー、

'垂､

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点,参考意見等がありましたら， 4月7日
(木） までに当研修所事務局総務課庶塗係に提出してください（送付書不要, フ
アクシミリ （ ）可。 ） 。

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は,追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給します（7の利
用料金及び懇談会費を差し引いた金額になります。印鑑（シャチハタ等のスタ
ンプ式は不可）を御持参ください。 ） 。ただし，東京地方裁判所（立川支部を
含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出席者は，所属庁の
ICカード等を利用してください（当研修所において旅費の支給はいたしませ
ん。）。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
（3）航空機の利用

ア航空機の利用が可能な地域

次の高等裁判所管内の地域から招集される出席者です。航空機を利用した

場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等の利用に要する料金を除

く。 ）で,．現に支払った金額を支給します。ただし，極力，各種割引航空券
を利用してください。

航空機を利用する場合には， ． 「航空賃の請求に関する手続について（事務
連絡） 」記載の証明書類を提出期限までに当研修所事務局経理課経理係にﾌ

ｧｸｼﾐﾘで提出してください(送付書不要,ﾌｧｸｼﾐﾘ｜
｜) 。

㈱広島（ただし，岡山地方裁判所管内を除く。 ）
（ｲ）福岡

（ｳ）札幌

〈工）高松

イアの地域以外から航空機を利用した場合には，原則としてJR等による交
通費を支給することになります。

へ

’

一

(4)旅費

話番号

(5)弁護

旅費及び旅行 日程につき不明な場合には，当研修所事務局経理課経理係(電

|)にお商い合わせください。’
会からの出席者については，士 支給される日当から所得税を源泉徴収し，

払調書（源泉徴収済みであることを明ら平成24年2月上旬に当研修所から支払調書

かにする書面）を送付します。

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者

のみ。 4, 000円）は，協議会当日，受付において徴収します(6(1)の旅費か
ら利用料金及び懇談会費を差し引いた出席者及び参列者を除く。 ） 。

－2－



8提出書類

出席者及び参列者は, (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上, 4月7日
（木）まで

アクシミリ

(1)別紙第

批修EjT事務局総課庶溌 係に提出してください（送付書不要。フ
）可。 ） 。

習生指導担当者協議会（第1回）におけ

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

(2)別紙第9－2 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 ｢司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
風

い。

/‐､

､

－3－



別紙目録

』

別紙第1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

別紙第2協議事項

別紙第3 日程表

別紙第4司法研修所への交通案内図

別紙第5バス運行時刻表

別紙第6 司法研修所配置図

別紙第7 司法研修所いずみ寮の利用について

別紙第8 司法研修所食堂の利用について

別紙第9－1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

別紙第9－2平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

ー､

｡

/一、
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去ｲ疹裡

’
窪=皇L」

口
c b

●

９

〔第1回〕

5月30日
（月）角

戸､

高裁
管内
実務
修習地

地方ヨ

民事

＝

僻
u－U ハ泊 否 認

訓所

刑雲
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京 2 ､2 2
立川支部 1 1 1

横浜 1 1 1 1 4
さいたま 1 1 1 (埼玉） 1 4
千葉 1 1 1 (千葉県） 1 4
水 戸 1 1 や 1 (茨城県） 1 4
宇都宮 1 、 1 1 {栃木県） 1 4
前橋 1 1 1 (群馬） 1 4
静岡 1 1 1 <静岡県） 1 4
甲府 ・ 1 ･ 1 1 (山梨県） 1 4
長野 1 1 1 (長野県） 1 4
新潟 1 1 1 (新潟県) 1 4

名古屋 名古屋

岐阜

金沢

富山

1

1

1
も

1

1

1

1

1

1

1

． ‐1

1

L愛知県) 1

1岐阜県） 1

1

(富山県） 1

4

4

4

4
仙台 仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

‘ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1■

■

1

1句

1福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

4

4

4

4

4

4
札幌 札幌

函館

旭川

釧路

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1｡

1

4

4

4

4
(計） (26） 27 27 27 30 111
大阪

名古屋

広島

福岡

高 松

（言 ｡ ）

大阪

京都
神：戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀
長崎

大分

熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
●
１

、 1

1

1

1

1

1

25

． 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1F

1

19

1｡

1

1

1

1

1●

1

1

1

1

1

1

1●

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

．1●

1

I兵庫県） 1

1

(滋 閏） 1

1

(三重） 1

1

1

(山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） 1

<佐賀県) 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

1鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1

’5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

〃

4

100

白 ◆

〔第2回〕

6月 6日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211
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平成23年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 淵l｣実．修習の指導の現オ

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実務修習に
おける各分野の指導準則等に基づいて御指導をいただいているところであるが，
5期目を迎えた新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成プロセスに

おける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習における分野別実務修習
の位置付け等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，各配属庁会

における新第64期司法修習生の実情（能力資質等）につき， これまでの司法

修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，分野別実務修習における指
導内容や方法について協議したい。

角

2 竜 イ蔭、 ‘筆

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会において，選
択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログラムを策定，実施

していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体現するものとして，その成

果を積み重ねているところであるが,その一方で司法修習生の取組姿勢等を含め，

改善すべき課題等も指摘されている。この点については，最高裁判所司法修習委
員会における検討結果を踏まえ，本年1月19日付けの司法研修所所長書簡によ

り，司法修習生の自発的な取り組みを促すための選択型実務修習の運用イメージ

を提案するなどしたところであるが, この機会に,各配属庁会における選択型実
務修習の運用の実情を確認するとともに，上記提案等も踏まえ，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含めて，各配属庁会におけ

る選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等について協議した

~、

い。

以上
、



ー
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平成23年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

倖、

0

~､

月 日 時間 実施内容

12 ：00

～

13 ： 00

13 ：00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

16 ： 30

～

17 ：00

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費・寮利用料金徴収手
続等〕

司法研修所長あいさ

事務局説明

ぎつ

i (中講堂）
分科協議

民事裁判（第5教室西館2階）

刑事裁判（第6教室西館2階）

検 察（第7教室西館2階）

弁 護（第8教室西館2階）

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮
1

南浦和駅 至西船橋至川越
武蔵浦和駅

至東京

必藏
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野

和光市駅 至新宿
82 U

f電蓄
i鄙

、
●

●●

●

東武バスI§
●

。 ｡：

I§
●

｡●

匠壷詞ご
■

○・………;……．oDDD●
●

● ●
● ■

西武バス②； §
● ●

： ゆ●･DOOO･oOo････●

東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）
● ■

西武バス①
● ●
● ■
■ ●
● ●
● ●
一 ■

へ、
至所沢

秋津駅

新秋津駅

大泉学園駅

至池袋
西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号
声、

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕－－→和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一和光市駅約35分(急行）
池袋駅一〔西武池袋線〕一一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕－一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅一服武蔵野線〕－一北朝霞駅約8分 、
南浦和駅一一一[JR武蔵野線〕－一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕－－一和光市駅約6分
.バス

和光市駅一一一〔東武バス司法研修所循環〕一一司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕一一÷司法研修所約10分
（和光市駅一一一一一徒歩一一一司法研修所約25分(約2皿)）
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕一→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－－→司法研修所約15分



(別紙第5）

バｽ導重鰭嶬爆宣2駅から司法研修所まで）皿平則
【注意】幟ﾘダｲﾔで運行している場合があります。

1東武東上線，東京メトロ有楽町鯨，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循潔」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き』に乗車バス停「司法研悠所」
にて下車

（所要時間約10分）

へ

2西武池袋線大泉学園駅北口発 一

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所｣にて下車 ・ (所要時間

バス停

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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'

バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで）

1東武東上鯨，東京メトロ有楽町線,副都心線和光市駅南口発
(1)東武パス「司法研修所循環｣又は｢司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

肉

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 ．(所要時間

』

バス停

約12分）

(2) 西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
｢司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

、入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います｡

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は，着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。 ，

~､

~、



5エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で■番又は■■■番を

押してください｡■■■■■■■に繋がりますので，その指示に従ってください。
8朝食について

朝食は，平日のみ，午前8時から午前9時30分まで図書館棟2階の食堂'(現

金払い360円）が利用できます（ただし，第1回開催時は，都合により利用す

ることができません。 ） 。

なお，昼食については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を参照し

てください。

~、

9 ．退寮について

退寮の隙使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください｡

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

侭､

、
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なお， 日曜日の入構は，北門（歩行者出入口：終日解放）を利用してください。
喫煙について

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
その他

13

14

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

’号1
月

）にお問い合わせください。． ▲雨

（
》

一

－3‐
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司法研修所食堂の利用について

1 朝食（王且里皇営業） ※第1回開催時は御利用いただけません。

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食360円となっております。食事の前，食堂に直接お支払い

ください。

2昼食（聖_目_＠塁営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。食事の後，食堂に直接お支払いください。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課庶務係

（電話番号048－460－2000）にお問い合わせください。

像、

禽



(別紙第9－1）

平成23年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番計

一一

）

(自宅住所）

※旅貸支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
一

丁

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

一

標記の利用等については，の利用等については，下記のとおりです。

記

月29日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を ．

口利用する。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 5月29日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 5月29日 （日）終日及び同月30日 （月）の朝食は，食堂を利用できませ
ん。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 ‘ 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。
（住所・市区町村名まで）

［ ］
L口宿泊しない｡

5月21

「

（
飼い

5月30日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口利用する。

謡 はゞ堂を利脈諒Ⅷ

2

／□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

し□[言泊しない。
］

、口利用しない。
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口食堂を利用する予定である。

｛
5月30日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない｡

口出席する。

［5月30日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

1［目麓” 利用“口新幹線（特急）を

□復路のみ

菫：
グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

鯛駕≦
なお，のぞみ号を

口利用しない。

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

3

4

5

ー、

0

角

(注）①該当する口内にし印を付してください。

②懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は，
て徴収します（旅費から利用料令等葬善1‐弓I

志駅云宜(4,UUU同ノ及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。

1



(別紙第9-2)

平成23年 月 日
司法研修所事

(FAX番号

務屋遮遥認庶務係御中

i)
(庁会名）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
一

T

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，の利用等については， 下記のとおりです。

記

月5日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

［□ゞ堂鯏用す＆口利用し， 6月6日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。
※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月5日（日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ ’6月5日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口利用しない。 口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を1

（住所・市区町村名まで）

［

、口宿泊しない．

を利

一

1 6月5日 （日）

〆

、一

用する。

Ⅱ

2 6月6日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［「口璽用失簔皇鰄,騏鰯食“ 口食堂を利用しない。

|〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。
（住所・市区町村名まで） ．

［ ］

－口宿泊しない。

L口利用しない。



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

｛
口食堂を利用する予定はない。

[□&席す＆
口出席しない． ◎

1{呂麓” ”用“
口復路のみ

3 6月6日 （月）の昼食は

ノ

4 6月6日 （月）の懇談会に

5 交通機関の利用について

口新幹線（特急）を

ー､

□
□
□
□
□
□
□
□

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

グリーン車を

、

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

なお，のぞみ号を

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。
一

今、
(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月6日 （月）懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月6日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



司研総第000188号

平成23年3月25日

地方検察庁検事正殿（東京を除く。 ）

弁護士会会長殿（在京弁護士会を除く。 ）

司法研修所長佐々木茂美

肉 平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

7日 （木）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください（送付書不要，

ﾌｧｸｼﾐﾘ (■■■■■■■■■■)可) 。
なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は, 当研修所が行いま

す。

/ー､



(別紙様式）

平成23年月 日

司法研修所長殿

(庁
今
云 長）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月25日付け司研総第000188号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

内

/~、

(注）

1 標題の「第回」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2 「俸給の号」は，検察庁のみ記入する。

官職
ふりがな

氏 名
男女の別 俸給の号

● ら

司法修習

の期別
備考



平成23年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者5月30日（月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月 6日 （月）午後零時50分
（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7「司法研修所いずみ寮の利用について」 .
参照） 。

なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

八

魚､

3 協議事項 、

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項｣について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点,参考意見等がありましたら， 4月7日
（木）までに.当研修所事務局総務課庶塗係に提出してください(送付書不要， フ

フクｼﾐﾘ －)可｡ ) ．
4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は,?追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給します（7の利
用料金及び懇談会費を差し引いた金額になります。印鑑（シャチハタ等のスタ
ンプ式は不可）を御持参ください。 ） 。ただし，東京地方裁判所（立川支部を
含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出席者は，所属庁の
ICカード等を利用してください（当研修所において旅費の支給はいたしませ
ん。 ）．。 ．

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
（3）航空機の利用

ア航空機の利用が可能な地域

次の高等裁判所管内の地域から招集される出席者です。航空機を利用した

場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等の利用に要する料金を除
く。 ）で，現に支払った金額を支給します。ただし，極力，各種割引航空券
を利用してください。

航空機を利用する場合には， 「航空賃の請求に関する手続について（事務
連絡） 」記載の証明書類を提出期限までに当研修所事務局経理課経理係にフ

ァクシﾐﾘで提出してください(送付書不要ﾌｧｸｼﾐﾘ｜
｜) 。

（ｱ）広島（ただし，岡山地方裁判所管内を除く。 ）
㈱福岡

（ｳ）札幌

脚高松

イアの地域以外から航空機を利用した場合には，原則としてJR等による交
通費を支給することになります。

ー

’

輿国

(4) 旅費及び旅行 日程につき不明な場合には， 当研修所事務局経理課経理係（電

’ ■話番号 ）にお問い合わせください。
(5) 弁護士会か らの出席者については， 支給される日当から所得税を源泉徴収し，

払調書（源泉徴収済みであることを明ら平成24年2月上旬に当研修所から支払調書

かにする書面）を送付します。 ．

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。 4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します（6(1)の旅費か
ら利用料金及び懇談会費を差し引いた出席者及び参列者を除く。 ） 。

－2－



、

8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月7日
（木）まで

アクシミリ

(1) 別紙第

洲修"T事務局ハ務課庶務係に提出してください（送付書不要。フ

）可。 ） 。

習生指導担当者協議会（第1回） ･におけ

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

(2)別紙第9－2 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 ｢司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
角

い。

/一､

〃

－3－



別紙目録

別紙第1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

別紙第2協議事項

別紙第3 日程表

別紙第4司法研修所への交通案内図

別紙第5バス運行時刻表

別紙第6 司法研修所配置図

別紙第7 司法研修所いずみ寮の利用について

別紙第8 司法研修所食堂の利用について

別紙第9－1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会(第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

別紙第9－2平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいずにおけるいず

魚

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）
0

/一、

I



(別紙第1）

公

/~、

I

高裁
管内
実務
修習地

且 世一石 寂
1 凹方ヨ

晃事

９
■
４
■ 1所

刑事
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京

①

名古屋

仙台

札幌

（計）

東京

立川支部

横浜

さいたま

千葉
水 戸

宇都宮

前橋

静岡

甲府

長野

新潟

名古屋

岐阜

金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

札幌

函館

旭川

釧路

(26）

2

1

1

･ 1

1

１
．

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

、 1

1

1

1

1

･ 1

1

・ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

~ 27

乙

1

1

1

1

旬 1

1

1

1

1

1

1

1

1

： 1

1

1

1

1
●復

1

1b

●

1

1

1

1

1

． 27

果尿 1

第一東京 1
第二東京 1

棟京三多摩支部） 3

1

(埼玉） 1

(千葉県） 1

(茨城県） 1

(栃木県） 1

(群馬 ） 1

(静間 県） 1

(山勇 県） 1

(長野県） 1

(新潟県) 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

1

(福島県） 1

{山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

1

1

19

1

30

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
●

4

4

4

4

4

4

4

4

111

〔第1回〕

5月30日
(月）

大阪

名古屋

広島

福岡

高松

（計）

大阪

京都

神 戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀
長崎

大分

熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
今
１

、 1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

､1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1口

1

1

1

1

① 1

1

1

1

1

1
●
●

1

1

1今

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1
①

1

(兵庫県） 1

1

(滋賀） 1

1

雷） 1

1

10

(山口県） 1

1●

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） 1

1佐賀県) 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1

25

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・ 4

4

4

100

●

●

〔第2回〕
。

6月 6日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 粥l｣実務修習の指導の現オ

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実務修習に

おける各分野の指導準則等に基づいて,御指導をいただいているところであるが，
5期目を迎えた新司法修習のこれまでの指導の実績新しい法曹養成プロセスに

おける新司法修習の位置付け及び指導理念新司法修習における分野別実務修習

の位置付け等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，各配属庁会

における新第64期司法修習生の実情（能力，資質等）につき， これまでの司法

修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，分野別実務修習における指
導内容や方法について協議したい。

偽

2 吾務修習‘

(出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会において，選
択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログラムを策定，実施

していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体現するものとして，その成

果を積み重ねているところであるが,その一方で司法修習生の取組姿勢等を含め，

改善すべき課題等も指摘されている。この点については，最高裁判所司法修習委
員会における検討結果を踏まえ,本年'月’9日付けの司法研修所所長書簡によ

り，司法修習生の自発的な取り組みを促すための選択型実務修習の運用イメージ
を提案するなどしたところであるが， この機会に，各配属庁会における選択型実

務修習の運用の実情を確認するとともに，上記提案等も踏まえ，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含めて，各配属庁会におけ

る選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等について協議した

/一、

い。 ノ

以上



~

(別紙第3）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

回J

OE

公

9

魚

0

月 日 時間 実施内容

12 ： 00

～

13 ： 00

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費，寮利用料金徴収手
続等〕

9 ℃

13 ：00

～

13 ：40

司法研修所長あいさ
ひ め

事務局説明

■

ぎつ

､ I (中講堂）

13 ： 50

～

16 ： 15

分科協議

民事裁判（第5教室西館2階）

刑事裁判（第6教室西館2階）

検 察（第7教室西館2階）

弁 護（第8教室西館2階）

16 ： 30

～

17 : 00

総合協議（中講堂）

｡

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋至川越
武蔵浦和駅

至東京

奈聴
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野

和光市駅 至新宿

'二? 蕊“
。：

0§
●●
●

東武バスI;
。 。：

8§
●●

●

角
至所沢

b ~ ~、至池袋
～

～

～~
~

胃～－～‐
東京ﾒﾄﾛ有楽町線(至池袋）
東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）

秋津駅 ■ ： 目
● ■

● 、
■

Coo｡｡●･弓Coo･････Coo・
●

●

●

●

●

｡

●

B

■、●■■●●●

西武バス①

○
麺
…
…
．

●■●●●
●
●
●
●
●
Ｄ
Ｐ
●
■
■
■
□
●
●
●
●
一

②スく
新秋津駅

西武ノ

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上録〕一一和光市駅約'6分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一一÷和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一和光市駅約35分(急行）
池袋駅－－－－〔西武池袋線〕－一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕一一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅--0R武蔵野線〕一一北朝霞駅約8分
南浦和駅一一一〔限武蔵野線〕－一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕一一和光市駅約6分
.バス

和光市駅一一一〔東武バス司法研修所循環〕－－÷司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕－÷司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一一司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕－→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－－→司法研修所約15分

/~､

、

司洪研修所
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(別紙第5）

バｽ雷瀞割妻(最壷2駅から司法研修所まで）【平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は ．
「長久保行き」に乗車バス停「司法研修所」
にて下車

備要時間約10分）
I

~､

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）

(2)西武パス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）

/筒
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17 uzu 16 22 28 34型48 55
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｡

15 *05 16 30 41 54
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17 *05 ．1325 36 49
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

(最寄り駅から司法研修所まで）｡

l東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環｣又は｢司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き」に乗車,バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

へ、

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 〈所要時間

バス停

約12分）

(2) 西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停

｢司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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声］法石汗f惨戸斤酉己置匡ヨ

和光樹林公園

北門

第2駐車場 体育館

棟）

↑

側

東
京
外
郭
環
状
道
路

側

ひ
か
り
寮

倖、 グラウンド 道 道

↓

東
館

日日
○「司法研修所」バス停
東武・司法研修所循環
和光市駅南”西武

｢司法研修所入口」バス停○
東武・司法研修所循環
「司法研修所」バス停○

影〆影〆中庭テニスコート

P噂

日
本館本館本館

戸、
大講堂 ①．大泉学園駅行西武 き

日
前庭

西 館 朧
｡一一

南門第1駐車場

○「司法研修所」バス停
西武②成増駅行き一

〒

e－f司法研修所」バス停
西武②大泉学園駅行き越後山通り
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(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は,該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット（歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は, 3, 030円で, 2泊目以降は, 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は,着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

侭､

~､



へ

5エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で■番又は■■■番を

押してください｡■■■■■■に繋がりますので,その指示に従ってください。
8朝食について

朝食は，平日のみ，午前8時から午前9時30分まで図書館棟2階の食堂（現

金払い360円）が利用できます（ただし，第1回開催時は，都合により利用す

ることができません。 ） 。

なお，昼食については，別紙第8「司法研修所食堂の利用について」を参照し

てください｡。

一、

9退寮について

退寮の際，使用した．シーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は,寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。
10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

/~、
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なお， 日曜日の入構は，北門（歩行者出入口：終日解放）を利用してください。

喫煙について

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。

その他

13

14

入寮に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課寮務係（電話番

’号I
1

）にお問い合わせください。四塁一ォ.…思里L上上'ユ

一

一

－3‐
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司法研修所食堂の利用について

1 朝食（王且空皇営業） ※第1回開催時は御利用いただけません。

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食360円となっております。食事の前，食堂に直接お支払い

ください。

2昼食（平日の塗営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食30，0円から500円程度と

なっております。食事の後，食堂に直接お支払いください。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課庶務係

（電話番号048-460-2000)にお問い合わせください。

ー、

岸、

－

載



(別紙第9-1)

平成23年 月 日
司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番

弓
）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

一

標記の利用等については，下記のとおりです。
記

5月29日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を1

口利用する。

‐ ※入寮受付は15;00～19:00です。

※ 5月29日 （日）入寮希望者のみ必ず記載
． ①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）
※ 5月29日 （日）終日及び同月30日 （月）の朝食は，食堂を利用できませ
ん。

一□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
－口宿泊しない。

へ

2 5月30日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

｢口藝用墓付伽"~です。
※ 5月31日 （火）の朝食は，食堂を利用できません。

［ 口利用しない。 □いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。
（住所・市区町村名まで）

［ ］
口宿泊しない。

Ｉ



(別紙第9-1)

口食堂を利用する予定である。

｛
5月30日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

［5月30日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

｝｛目麓” ”肌口新幹線（特急）を

口復路のみ

［§識驫≦
グリーン車を

口利用しない。

菫：
なお，のぞみ号を

口利用しない。

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

3

4

5

へ

巳

FN

(注）①該当する口内にし印を付してください。

②懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）の協議会受付におい
て徴収します(旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9-2)

平成23年 月 日
司法研修所事

(FAX番号

務昼遥遥謀庶務係御中

I ）
名）(庁会名）

(自宅住所）

※旅饗支給手続に必要ですので，必ず妃戦してください。
〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）｡

標記の利用等については，下記のとおりです。
記

6月5日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

r口食堂を利用する。

に、堂を利用す＆

一

1

口利用し， 6月6日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。
※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 6月5日・（日）入寮希望者のみ必ず記載
①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）
※6月5日 （日）は，終日食堂を利用できません。

／□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を1
（住所・市区町村名まで）

［

、口宿泊しない。

を利

〆

、
へ

用する。

］

2 6月6日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月7日 （火）の朝食は

「 ※入寮受付剛"-です 口食堂鯏用しな‘、

｢呂鰯皇鰯鴛鮒墓晩する。
（住所。市区町村名まで）

［ ． ］

一口宿泊しない。

L口利用しない。



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

[□&席す‘
口出席しない。

｝[目麓〃 ”用&
口復路のみ

3 6月6日 （月）の昼食は

6月6日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

‐､

□
□
□
□
□
□
□
□

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
〆
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
に

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

グリーン車を

往復利用する。

往路のみ利用する。

復路のみ利用する。

利用しない。

なお，のぞみ号を

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

/へ、
(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, 6月6日 （月）恋賦云賓(4,UUUHノ及び寮の利用料金は, 6月6日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



司研総第000189号

平成23年3月25日

東京地方検察庁検事正殿

司法研修所長佐々木茂美

平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては,同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

7日 （木）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください（送付書不要，

ﾌｧｸｼﾐﾘ (■■■■■■■■)可) 。
なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま

す。

角

おって，立川支部に対しては，貴庁から周知してください。
ﾉヘ

q

0



(別紙様式）

平成23年 月 日

司法研修所長殿

会(庁 長）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月25日付け司研総第000189号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです○

記

侭､

戸、

(注)．

1 標題の「第回」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2備考欄に，出席者の所属「本庁」又は「立川支部」を記入する。

官職
ふりがな

氏 名
男女の別 俸給の号

司法修習

の期別
備 考



1

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1 開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者5月30日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月 6日 （月）午後零時50分
（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について｣ ．
参照） 。

なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので， あらかじめ御了承ください。

/~､

侭、

3協議事項 一

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点,参考意見等がありましたら， 4月7日
(木） までに当研修所事務局総務課庶肇係に提出してください（送付書不要， フ
アクシミリ （ ）可。 ） 。

＄

4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者 ’

出席者名簿は,追って送付します。

－1－



6旅費 ．

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給します（7の利
用料金及び懇談会費を差し引いた金額になります。印鑑(シャチハタ等のスタ
ンプ式は不可）を御持参ください。 ） 。ただし，東京地方裁判所（立川支部を
含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出席者は，所属庁の
ICカード等を利用してください（当研修所において旅費の支給はいたしませ
ん。 ） 。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
（3）航空機の利用

ア航空機の利用が可能な地域

次の高等裁判所管内の地域から招集される出席者です。航空機を利用した

場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等の利用に要する料金を除
く。 ）で,現に支払った金額を支給します。ただし，極力，各種割引航空券
を利用してください。

航空機を利用する場合には， 「航空賃の請求に関する手続について（事務
連絡） 」記載の証明書類を提出期限までに当研修所事務局経理課経理係にフ

γｸｼﾐﾘで提出してください(送付書不要,ﾌｧｸｼﾐﾘ｜
|) ｡

（ｱ）広島（ただし，岡山地方裁判所管内を除く。 ）
（ｲ）福岡

（ｳ）札幌

㈲高松

イアの地域以外から航空機を利用した場合には，原則としてJR等による交
通費を支給することになります。

今

’

へ

(4) 旅費及び旅行 日程につき不明な場合には，当研修所事務局経理課経理係（電

|)にお問い合わせください。■話番号

(5) 弁護士会か らの出席者については， 支給される日当から所得税を源泉徴収し，
払調書（源泉徴収済みであることを明ら平成24年2月上旬に当研修所から支払調書

かにする書面）を送付します。

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します（6(1)の旅費か
ら利用料金及び懇談会費を差し引いた出席者及び参列者を除く。 ） 。

－2－



8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月7日
（木）まで

アクシミリ

(1)別紙第

ﾘﾅ修助事務.,総 ．＊庶務 係に提出してください（送付書不要。フ
）可。 ） 。

習生指導担当者協議会（第1回）におけ

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

(2)別紙第9－2 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 ｢司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
~､

い。

/一、

－3－



別紙目録

別紙第1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

別紙第2協議事項

別紙第3 日程表

別紙第4司法研修所への交通案内図

別紙第5バス運行時刻表

別紙第6司法研修所配置図

別紙第7 司法研修所いずみ寮の利用について

別紙第8 司法研修所食堂の利用について

別紙第9－1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会(第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

別紙第9－2平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

瓜

C

/‐、



(別紙第1）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

角

ハ

高裁
管内
実務
修習地

土 需 司 可 叡
蝿 方

厚

０
Ｊ
■ り所

刑事
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東 京

名古屋

仙台

札幌

(計）

東 京

立川支部

横浜

さいたま

千葉
水 戸

宇都宮

前橋

静岡

甲府

長野

新潟
名古屋

岐阜
金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森‘

札幌

函館

旭川

釧路

(26）

2

1

1

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

、 1

1

1

･ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

27

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 27

東京 1

第一東京 1

第二東京 1

(東京三多摩支部） 3

1

(埼玉） 1

(千葉県） 1

(茨城県） 1

(栃木県） 1

(群馬） 1

(静岡県） 1

(山梨県） 1

(長野県） 1

(新潟県) 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

1

1

1ヤ 『

1

30

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
､ ■

4

4

4

4

4

4

111

〔第1回〕

5月30日
(月）

大阪

名古屋

広島

福岡

高松

(計）

大阪

京都
神 戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

鹿児島

宮崎
那覇

高松

徳島

高知

松山
(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

1

1

1

1

25

1

・ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

､1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
｡

1

1句

1

､ 1

1

1

1

0 1

1

1

1l(
25

1

1

(兵庫県） 1

1

(滋賀） 1

1

(三重） 1

1

1*

<山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） 1

【佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

愛媛） 1

25

4

4

4

4

4

4

4

4

4

■

｡
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

e q

q

●

〔第2回〕

6月6日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実務修習に

おける各分野の指導準則等に基づいて,御指導をいただいているところであるが，
5期目を迎えた新司法修習のこれまでの指導の実臘新しい法曹養成プロセスに

おける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習における分野別実務修習
の位置付け等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，各配属庁会

における新第64期司法修習生の実情（能力，資質等）につき， これまでの司法

修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，分野別実務修習における指
導内容や方法について協議したい。

へ

2 ミ イ蔭､ 、 ‘票

（出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会において，選
択型実務修習の運用ガイドライン等に基づきウ個別修習プログラムを策定,実施
していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体現するものとして，その成

果を積み重ねているところであるが,その一方で司法修習生の取組姿勢等を含め，
改善すべき課題等も指摘されている｡この点については，最高裁判所司法修習委
員会における検討結果を踏まえ，本年1月19日付けの司法研修所所長書簡によ
り，司法修習生の自発的な取り組みを促すための選択型実務修習の運用イメージ

を提案するなどしたところであるが， この機会に，各配属庁会における選択型実

務修習の運用の実情を確認するとともに，上記提案等も踏まえ，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含めて，各配属庁会におけ

る選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等について協議した

魚

い。

以上
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平成23年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

。」

0E

碑、

、

角

一

月 日 時間 実施内容

12 ：00

～

13 ： 00

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費タ寮利用料金徴収手
続等〕

C ▲

13 ： 00

～

13 ：40

司法研修所長あいさつ、

事務局説明

(中講堂）

13 ： 50

～

16 ： 15

分科協議

民事裁判 (第5教室西館2階）

刑事裁判（第6教室西館2階）

検 察（第7教室西館2階）

弁 護（第8教室西館2階）

16 ： 30

～

17 ： 00

総合協議（中講堂）

① 6

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会(図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋至川越
武蔵浦和駅

至東京

唖電
、

Ｊ
Ｒ
武
蔵
野

和光市駅 至新宿
Ug U

”ゞf ”
i: '
｡

● ●

■

《I§
・8

1§
●

●●

●

｡
■

●

、

●

■

●●■●‐●｡●●●■■
■

●

●

■

｡

●

●

●

●FD●の

東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）i武バス①

東武バス肉

至所沢

銀霞特 O"…＝0■●■●
●

●

●

ﾐｽ②；
●

, ： ゅ｡｡……oo0
● ■

西
● ●
● ●
● ●
● ●

。 ：

西武ノ

大泉学園駅

至池袋
西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕一一卦和光市駅約'6分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一一和光市駅約35分(急行）
池袋駅一一一一〔西武池袋線〕一一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕－－→北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅--0R武蔵野線〕－一北朝霞駅約8分
南浦和駅-0R武蔵野線〕一一北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕一一和光市駅約6分
･バス

和光市駅一一一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕一一→司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩 司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕－→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－－→司法研修所約15分

偽

司洪研修所
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バｽ穏瀞割霊I最壹2駅から司法研修所まで）1平日】‐
、 【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
‘に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き」に乗車バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

角

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 ． （所要時間

バス停

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車傭要時間約15分）

角
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所ま
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。一

で）

東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
(1)東武パス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車一

（所要時間約10分）

1

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は

「長久保行き」に乗車バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

』

肉

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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壱司法石汗イ麿戸斤酉己置図
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↓

○「司法研修所」バス停
東武・司法研修所循環

i和光市”
西武

西武i和光市駅南”
｢司法研修所入口」バス停○
東武・司法研修所循環
｢司法研修所」バス停○侭､

①‘大泉学園駅西武 行き

劇邸
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司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス,タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので,履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は, 3, 030円で, 2泊目以降は, 1泊650円が加算さ
れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1）寮室備付けの電話機は，着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

(2)発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

P、
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5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で■番又は■■■番を

押してください｡■■■■■■■に繋がりますので，その指示に従ってください。

8朝食について

朝食は，平日のみ，午前8時から午前9時30分まで図書館棟2階の食堂（現

金払い360円）が利用できます（ただし，第1回開催時は，都合により利用す

ることができません。 ） 。

なお，昼食については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を参照し

てください。

角

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください｡

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください｡

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ,東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

縄、

-2－



なお， 日曜日の入構は，北門（歩行者出入口：終日解放）を利用してください。
喫煙について

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。
その他

13

14

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

’割－－－ ）にお問い合わせください。

＝

へ

－3‐



(別紙第8）

司法研修所食堂の利用について

1 朝食（王且竺皇営業） ※第1回開催時は御利用いただけません。

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食360円となっております。食事の前，食堂に直接お支払い

ください。

2昼食（聖日の堤営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。食事の後，食堂に直接お支払いください。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課庶務係

（電話番号048-460-2000)にお問い合わせください。

魚、

'蕊

Q

一



(別紙第9－1）

平成23年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番

司 一
）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず配戦してください。

〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における

いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

一

標記の利用等については，の利用等については，下記のとおりです。

記

月29日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を ・

口利用する。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※5月29日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

。 ①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 5月29日 （日）終日及び|司月30日 （月）の朝食は，食堂を利用できませ
ん。

r□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口利用しない。

｜□(星駕薑聴好含む｡ )を利用する。
［ ］

｜－口宿泊しない。

5月21

「

、

二

5月30日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口利用する。

｢鱸辮 はゞ堂鯏欣…〃

2

|〆口いずみ寮以外の宿泊施設を利用する｡
口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

～口宿泊しない。

に口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

｛
口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

［口出席しない。

］[呂麓〃 ”肌
口復路のみ

3 5月30日 （月）の昼食は

4 5月30日 （月）の懇談会に

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

P，

冒識濃≦グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

目麓宝 ：
なお，のぞみ号を

口利用しない｡、

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ□復路のみ） 。

G

/垂、

(注）①該当まる口内にし印を付してください。

②懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は，
て徴収します（旅費から利用料令竺葬姜1月I
芯啄云箕懸DUUU同ノ及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9-2)

平成23年 月 日
司法研修所事

(FAX番号 ）

(庁会名）

(自宅住所）

※旅費支給手続に必要ですので，必ず配戦してください。
〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，の利用等については， 下記のとおりです。

記

月5日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

［□ゞ堂鯏用す＆口利用し， 6月6日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※6月5日・（日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 、時 分頃）

②携帯電話番号（ ）
※6月5日 （日）は，終日食堂を利用できません。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を1
（住所・市区町村名まで）

［

、口宿泊しない。

を利

一

1 6月5日 （日）

〆

、
へ 用する。

］

2 6月6日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［〆口利用し， 6月7日 （火）の朝食は

※入寮受付は12:00～です。 口食堂を利用しない。

□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

「□・宅等(親戚知人宅を含む｡ }を利用する。－口利用しない。

| I住所市区町村… ］

L口宿泊しない。



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

［
口食堂を利用する予定はない。

(□&席す‘
口出席しない。

｝{呂震” ボ帆
口復路のみ

口往復利用する。

震≦
グリーン車を

口往復利用する。

:蟇隙撫：
S,のぞみ号を

口利用しない。

6月6日 （月）の昼食は3

6月6日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

P、

なお，のぞみ号を

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

倖、
(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月6日 （月）恋融云賓(4,UUU門ノ及び寮の利用料金は, 6月6日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



司研総第000192号

平成23年3月25日

東京弁護士会会長

第一東京弁護士会会長

第二東京弁護士会会長

殿
殿
殿

司法研修所長佐々木茂美
角

平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修
所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

7日 （木）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください（送付書不要，

ﾌｧｸｼﾐﾘ (■■■■■■■■■■)可) 。
なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま
す。

念、

おって，東京三弁護士会多摩支部に対しては，貴会から周知してください。



(別紙様式）

平成23年 月 日

司法研修所長殿

(庁
今
云 長）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第回）の出席

者について

（3月25日付け司研総第000192号に対する回答）

標記の出席者については，下記のとおりです。

記

P,

/一、

0

(注）

1標題の「第回」には，出席する回（ 「1」又は「2」 ）を記入する。

2多摩支部所属の出席者の場合は，備考欄に「多摩支部」 と記入する。

官職
ふりがな

氏 名
男女の別

申■○F ■

司法修習の

期別
備 考



平成23年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」 ，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください，。
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者5月30日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月 6日 （月）午後零時50分
（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について｣ ．
参照）。

なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

一､

像、

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので，
これに関連して協議しておくべき論点，参考意見等がありましたら， 4月7日
（木）までに当研修所事務局総務課庶務係に提出してください（送付書不要， フ

ァクシミリ (■ l)可｡)｡
4 日程

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は,追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給します（7の利

用料金及び懇談会費を差し引いた金額になります。印鑑（シャチハタ等のスタ

ンプ式は不可）を御持参ください。 ） 。ただし，東京地方裁判所（立川支部を
含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出席者は，所属庁の

ICカード等を利用してください（当研修所において旅費の支給はいたしませ

ん。 ） 。

（2）パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に，支給される宿泊料は寮に

宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。

（3） ・航空機の利用

ア航空機の利用が可能な地域

次の高等裁判所管内の地域から招集される出席者です。航空機を利用した

場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等の利用に要する料金を除
く。 ）.で,．現に支払った金額を支給します。ただし，極力，各種割引航空券

を利用してください．

航空機を利用する場合には， 「航空賃の請求に関する手続について（事務

連絡） 」記載の証明書類を提出期限までに当研修所事務局経理課経理係にフ

ァクシﾐﾘで提出してください(送付書不要, ﾌｧｸｼﾐﾘ’
1) 。

（ｱ）広島（ただし，岡山地方裁判所管内を除く。 ）

（ｲ）福岡

㈲札幌

㈲高松

イアの地域以外から航空機を利用した場合には，原則としてJR等による交

通費を支給することになります。

（4）旅費及び旅行日程につき不明な場合には． 当研修所事務局経揮課経理係_(雷旅費及び旅行日程につき不明な場合には，当研修所事務局経理課経理係 (電

へ

I

へ

番号’ ｜)にお問い合わせください。話番号

(5)弁護

平成2

弁護士会からの出席者については，支給される日当から所得税を源泉徴収し，

平成24年2月上旬に当研修所から支払調書（源泉徴収済みであることを明ら

かにする書面）を送付します。

士会からの出

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者

のみ。 4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します（6(1)の旅費か

ら利用料金及び懇談会費を差し引いた出席者及び参列者を除く。 ） 。

－2－



8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月7日
（木）まで

アクシミリ

(1) 別紙第

係に提出してください（送付書不要。フ
）可。 ） 。

習生指導担当者協議会（第1回）におけ吸乙d午Z蔓可¥云侶

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

(2) 別紙第9－2 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 ｢司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ
偽

い。

緯、

－3－



別紙目録

別紙第1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

別紙第2協議事項

別紙第3 日程表

別紙第4司法研修所への交通案内図

別紙第5バス運行時刻表

別紙第6 司法研修所配置図

別紙第7 司法研修所いずみ寮の利用について

別紙第8 司法研修所食堂の利用について

別紙第9－1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会(第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

別紙第9－2平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず(第2回） におけるいず

角

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）
Q

声、



(別紙第1）

或乙3年度司法修淫

侭

/へ、

高裁
管内
実務
修習地

士 繩 二百 弼〔

剣

民ユ

方ヨ

茅

E』 1所

刑事
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東京

名古屋

仙台

札幌

(計）

東京

立川支部

横浜

さいたま

千葉

水戸

宇都宮

前橋
静岡

甲府

長野

新潟

名古屋

岐阜
金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森
札幌

函館

旭川

釧路

(26）

2

1

1

1

1

１
↑

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

、 1

1

1

、 1

1

’ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

． 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

270

東京 1

第一東京 1
第二東京 1

(東京三多摩支部） 3

1

(埼玉） 1

(千葉県） 1

(茨城県） 1

(栃木県） 1

(群馬） 1

(静岡県） 1

(山梨県） 1

(長野県） 1

(新潟県) 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

1

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

I青森県） 1

. 1

1

1

1

30

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

111

●

〔第1回〕

5月30日
(月）

大阪

名古屋

広島

福岡

高松

(計）

大阪

京都
神戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高知

松山

(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

1

1

1

1

1

1
’
１

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

16

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

1

1●

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

．1

1

1兵庫県） 1

1

(滋賀） 1

1

(三重） 1

1

1

【山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 1

1

1

(愛媛） 1

，尻

4

4

4

4

4

4

4

4

4

● 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

〔第2回〕

6月 6日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211
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平成23年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 湖l｣実務修習の指導の現オ

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実務修習に

おける各分野の指導準則等に基づいて,御指導をいただいているところであるが，

5期目を迎えた新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成プロセスに

おける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習における分野別実務修習

の位置付け等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，各配属庁会

における新第64期司法修習生の実情（能力，資質等）につき， これまでの司法

修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに，分野別実務修習における指
導内容や方法について協議したい。

魚

2 ﾐ務修習0

(出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会において，選
択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログラムを策定，実施

していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体現するものとして，その成

果を積み重ねているところであるが,その一方で司法修習生の取組姿勢等を含め，
改善すべき課題等も指摘されている。この点については，最高裁判所司法修習委
員会における検討結果を踏まえ，本年1月19日付けの司法研修所所長書簡によ

り，司法修習生の自発的な取り組みを促すための選択型実務修習の運用イメージ

を提案するなどしたところであるが， この機会に，各配属庁会における選択型実

務修習の運用の実情を確認するとともに，上記提案等も踏まえ，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含めて，各配属庁会におけ

る選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等について協議した

/へ、

い。

以上
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平成23年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

月 日 時間 実施内容

12 ： 、00

～

13 ： 00

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費§寮利用料金徴収手
続等〕

〔第1回〕

5月30日 （月）

瓜
〔第2回〕

6月 6日 （月）

l ｡~"
13 ： 00

～

13 ：40

司法研修所長あいさつ ｡

事務局説明

分科協議

民事裁判（第5教室

刑事裁判（第6教室

検 察（第7教室

弁 護（第8教室

13 ： 50

～

16 ： 15

１
１
１
１

階
階
階
階

２
２
２
２

館
館
館
館

西
西
西
西/‐､

16： 30

～

17 ：00

総合協議（中講堂）

17 ： 30

～

18 ： 50

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）
※希望者のみ
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司法研修所への交通案内図
至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船 橋至川越
武蔵浦和駅

至東京

毎埼
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野

至新宿

魚

所沢

至池袋
秋津駅

新秋津駅
西武ノ

池袋）

渋谷）

大泉学園駅

至池袋西武池袋線

西国分寺駅至八王子
至新宿

JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

婆餐肇一一墜垂車上雲1.=壽一和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕一一和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一一和光市駅約35分(急行）
婆欝室意一匹秘塞靭一=一→天患蘆荻撒猟準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野線〕一一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅-[JR武蔵野線〕 北朝霞駅約8分
南浦和駅-[JR武蔵野線〕－→北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕一一和光市駅約6分
･バス

和光市駅一一一〔東武バス司法研修所循環〕－→司法研修所約10分
鷲璽戸一〔西武密､大泉学園稀き1－→奇灘潟潟湖
（和光市駅一徒歩 司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕－→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－→司法研修所約15分

/へ
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バｽ篭蝋霊J蕊:蹴認蕊鮮で)狸且’
1束武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
に乗車’バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は
『長久保行きjに乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

風

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 ． （所要時間約12分）

(2) 西武バス「成増駅南口行きjに乗車，バス停
｢司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所ま
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

で）

1東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分)

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は
｢長久保行き｣に乗車,バス停｢司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

‐、

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武パス「和光市駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車 （所要時間約12分）
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壱司法石汗イ惨房斤酉己置図
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(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2） 寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

（1） 寮室備付けの電話機は，着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

ノー、
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5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7 緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で■番又は■■■番を

押してください｡■■■■■■■に繋がりますので，その指示に従ってください。
8朝食について

朝食は，平日のみ，午前8時から午前9時30分まで図書館棟2階の食堂（現

金払い360円）が利用できます（ただし，第1回開催時は，都合により利用す

ることができません。 ） 。

なお，昼食については，別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を参照し

てください。

/~

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください｡
10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します。

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

/ー､
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なお， 日曜日の入構は，北門（歩行者出入口：終日解放）を利用してください。

13喫煙について

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。

14その他

入寮に関して御不明の点がある場合は，当研修所事務局総務課寮務係（電話番

’割 ）にお問い合わせください。

《
一

一
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(別紙第8）

司法研修所食堂の利用について

1 朝食（王旦空皇営業） ※第1回開催時は御利用いただけません。

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食360円となっております。食事の前，食堂に直接お支払い

ください。

2昼食（聖日の堤営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。食事の後，食堂に直接お支払いください。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課庶務係

（電話番号048－460－2000）にお問い合わせください。

/垂､
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(別紙第9－1）

平成23年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番

弓 照 ）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。

〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

へ

標記の利用等については，記の木|｣用等については，下記のとおりです。

記

5月29日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を1

口利用する。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 5月29日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 5月29日 （日）終日及び同月30日 （月）の朝食は，食堂を利用できませ
ん。

’~：鰯篁繍鴛髻鑿臓岬する。口利用しない。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
’､～口宿泊しない。

一

匙

一

5月30日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口利用する。

｢鱸懸は､堂鯏脈…〃

2

／□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

| ロ自宅等(親戚,知人宅を含む｡ )を利用する。
（住所・市区町村名まで）

［ ［ ］口宿泊しない。

、口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

｛5月30日 （月）の昼食は

口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

（5月30日 （月）の懇談会に

口出席しない。

交通機関の利用について

｝［呂麓” ”肌口新幹線（特急）を

口復路のみ

綴蕪:：グリーン車を

口利用しない。

［龍 ≦
なお，のぞみ号を

口利用しない。

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

3

4

5

/垂､

●

瓜

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください｡

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）芯豚云宜魁,UUU同ノ及び宗の不Uﾉ1ﾖ料金は, 5月30日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9-2)

平成23年 月 日
司法研修所事

(FAX番号 ）

名）(庁会名）

(自宅住所）

※旅愛支給手続に必要ですので，必ず記戦してください。
－

T

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，〕いては， 下記のとおりです。

記

の宿泊施設として，いずみ寮を

［□＆堂鯏用す＆6月6日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

一

1 6月5日 （日）

口利用し，〆

※入寮受付は15:00～19200です。

※6月5日．（日）入寮希望者のみ必ず記載
①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月5日 （日）は，終日食堂を利用できません。

「：鰯鱸鴛歌菫利用しない。 日毛寺（親戚，知人宅を含む。 ） .を利
、 □一

用する。

(住所・市区町村名まで）

［ ］
宿泊しない。、|■i

2 6月6日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［「口蔓用三簔曼臘騏鰯食〆 口食堂を利用しない。

「□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
|口自宅等(親戚,知人宅を含む｡ ）を利用する。
’ （住所・市区町村名まで）

［ ］

～口宿泊しない。

一口利用しない。

｜
I



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

｛
口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

（
口出席しない。

1{目麓” 利用し
口復路のみ

口往復利用する。

≦
グリーン車を

口往復利用する。

［:競撫：
3，のぞみ号を

口利用しない。

6月6日 （月）の昼食は3

6月6日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

緯、

なお，のぞみ号を

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

風
(注）①

②

該当する口内に･し印を付してください。

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, 6月6日 （月）恋談云賛(4,000H）及び寮の利用料金は, 6月6日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



司研総第000193号
巳

平成23年3月25日

日本弁護士連合会会長殿

司法研修所長佐々木茂美

平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

標記の協議会を当研修所において別添「実施要領」のとおり開催しますから，貴

連合会司法修習委員会委員1人が参列されますよう御配慮ください。

ついては，参列者の氏名を別紙様式により4月7日 （木）までに当研修所事務局

総務課庶務係に送付してください(送付書不要, ﾌｧｸｼﾐﾛ (■■■■■
■）可) 。
なお，標記の協議会の開催につき，実務修習地の弁護士会会長に対し，別添のと

おり通知しました。

/へ

角



(別紙様式）

平成23年 月 日

司法研修所長殿

(会長）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会の参列者について

（3月25日付け司研総第000193号に詞する回答）
標記の参列者については，下記のとおりです。

記

/‐、

緯、

(注） 「備考」欄に， 「第1回」又は「第2回」 と記入する。

役職名
ふりがな

氏 名
男女の別

司法修習

の期別
備 考

｡



平成23年度司法修習生指導担当者協議会

実施要領

1開催日，対象庁会等

別紙第1 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表」のとおり

2 開催場所，宿舎等

（1） 開催場所司法研修所

埼玉県和光市南2丁目3番8号

電話番号048－460－2000 （代表）

来庁方法等については，別紙第4 「司法研修所への交通案内図」，
別紙第5 「バス運行時刻表」及び別紙第6 「司法研修所配置図」を
御参照ください。

なお， 自家用車での来庁は御遠慮ください｡
（2）集合時刻

ア第1回出席者及び参列者5月30日 （月）午後零時50分
イ第2回出席者及び参列者6月 6日 （月）午後零時50分
（3）宿泊場所宿舎を必要とする協議会出席者及び参列者には， 当研修所いずみ

寮を用意します（別紙第7 「司法研修所いずみ寮の利用について｣ ．
参照） 。

なお，いずみ寮以外の宿泊施設を利用する場合でも，寮に宿泊し
た場合の宿泊料が支給されますので，あらかじめ御了承ください。

/垂､

ハ

3協議事項

新司法修習に関し，別紙第2 「協議事項」について協議を行う予定ですので,
これに関連して協議しておくべき論点,参考意見等がありましたら， 4月7日
(木） までに当研修所事務局総務課庶塗係に提出してください（送付書不要， フ
アクシミリ （ ）可。 ） 。

4 日程
町

別紙第3 「日程表」のとおり

5 出席者

出席者名簿は，追って送付します。

－1－



6旅費

（1）協議会当日，受付（本館エントランスホール）において支給します（7の利
用料金及び懇談会費を差し引いた金額になります。印鑑（シャチゾ､夕等のスタ
ンプ式は不可）を御持参ください。 ） 。ただし，東京地方裁判所（立川支部を
含む。 ） ，横浜地方裁判所及びさいたま地方裁判所からの出席者は，所属庁の
ICカード等を利用してください（当研修所において旅費の支給はいたしませ
ん。 ） 。

(2)パック旅行の利用及びホテルに宿泊される場合に,支給される宿泊料は寮に
宿泊した場合と同額の支給となりますので，御注意ください。
（3）航空機の利用

ア航空機の利用が可能な地域 、

次の高等裁判所管内の地域から招集される出席者です。航空機を利用した
場合には，往復割引普通運賃の範囲内（クラスJ等の利用に要する料金を除
く。 ）･で,現に支払った金額を支給します。ただし，極力，各種割引航空券
を利用してください。

航空機を利用する場合には， 「航空賃の請求に関する手続について（事務
連絡） 」記載の証明書類を提出期限までに当研修所事務局経理課経理係にﾌ

ｧｸｼﾐﾘI浮出してください(送付書不要ﾌｧｸｼﾐﾘ｜｜
（ｱ）広島（ただし，岡山地方裁判所管内を除く。 ）
（ｲ）福岡

（ｳ）札幌

（工）高松

イアの地域以外から航空機を利用した場合には，原則としてJR等による交
通費を支給することになります。

へ

’

ｰ

(4)旅費

話番号

(5)弁護

平成2

旅費

平成2

及び旅行 日程につき不明な場合には， 当研修所事務局経理課経理係（電

）にお問い合わせください。

は，支給される日当から所得税を源泉徴収し，

ら支払調書（源泉徴収済みであることを明ら

I
‐1

1）
会からの出席者については士

4年2月上旬に当研修所から支払調書

かにする書面）を送付します。

7支払関係

いずみ寮の利用料金（利用者のみ。別紙第7の3参照）及び懇談会費（希望者
のみ。 4， 000円）は，協議会当日，受付において徴収します（6(1)の旅費か
ら利用料金及び懇談会費を差し引いた出席者及び参列者を除く。 ） 。

－2－



8提出書類

出席者及び参列者は， (1)又は(2)の回答書に所要事項を記入の上， 4月7日
（木）まで

アクシミリ

(1)別紙第

ﾜﾅ修ﾉﾂT事務ロゼ》陛課庶務 係に提出してください（送付書不要。フ
）可。 ） 。

習生指導担当者協議会（第1回）におけ3-1 I平成23年度司法催

るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

(2)別紙第9－2 「平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回)におけ
るいずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答） 」

9 その他

食堂については，別紙第8 ｢司法研修所食堂の利用について」を御参照くださ鐸､
い。

像、

－3－



別紙目録

別紙第1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会実施表

別紙第2協議事項

別紙第3 日程表

別紙第4司法研修所への交通案内図

別紙第5バス運行時刻表

別紙第6 司法研修所配置図

別紙第7 司法研修所いずみ寮の利用について･

別紙第8 司法研修所食堂の利用について

別紙第9－1 平成23年度司法修習生指導担当者協議会(第1回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

別紙第9－2平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）におけるいず

み寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

鐸、

0

/~、



(別紙第1）

瓜

ﾉｰ、

高裁
管内
実務

修習地

士 賄 有 頚

地方

民事

随判所

刑事
検察庁 弁護士会 計

開催月日

東 京

名古屋

仙台

札幌

(計）

東 京

立川支部

横浜

さいたま

千葉
水戸

宇都宮

前橋

静岡

甲府

長野

新潟

名古屋

、岐阜

金沢

富山

仙台

福島

山形

盛岡

秋田

青森

札幌

函館

旭川

釧路

(26）

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

1

、 1

1

1

･ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

1

1

1

1

◆ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

、 1

1

1

1

1

1

■ ● ● 1

1

1

1

1

1

27

東京 1

第一東京 1
第二東京 1

(東京三多摩支部） 3

1

(埼玉） 1

(千葉県） 1

(茨城県） 1

(栃木県） 1

(群馬） 1

(静岡県） 1

(山梨県） 1

(長野県） 1

(新潟県) 1

(愛知県） 1

(岐阜県） 1

1

(富山県） 1

1①

(福島県） 1

(山形県） 1

(岩手） 1

1

(青森県） 1

1

1

16

1

30

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

111

〔第1回〕

5月30日
(月）

大阪

名古屋

広島

福岡

高 松
ヴ ヴ

（言 ． ）

大阪

京都
神
－｡

戸

奈良

大津

和歌山

津

福井

広島

山口

岡山

鳥取

松江

福岡

佐賀

長崎

大分

熊本

鹿児島

宮崎

那覇

高松

徳島

高 知

･松山
(25）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
●
１

、 1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

・ 1

1

1

1

25

1

1

1b

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1●

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

、1

1

(兵庫県） 1

1

(滋賀） 1

1

(三重） 1

1

． 16

<山口県） 1

1

(鳥取県） 1

(島根県） 1

(福岡県） 1

(佐賀県） 1

(長崎県） 1

(大分県） 1

(熊本県） 1

(鹿児島県） 1

(宮崎県） 1

(沖縄） 1

(香川県） 、 1

1

1

(愛 暖） 1
’5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
』

4

4

4

4

100

〔第2回〕

6月 6日
(月）

合計 (51） 52 52 52 55 211



(別紙第2）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 粥|｣実務修習の指導の現オ

（出題理由）

分野別実務修習については，司法修習生指導要綱（甲）及び分野別実務修習に

おける各分野の指導準則等に基づいて,御指導をいただいているところであるが，
5期目を迎えた新司法修習のこれまでの指導の実績，新しい法曹養成プロセスに

おける新司法修習の位置付け及び指導理念，新司法修習における分野別実務修習
の位置付け等を踏まえて， より実効的な修習の在り方を検討すべく，各配属庁会

における新第64期司法修習生の実情（能力，資質等）につき, これまでの司法

修習生との比較等を通じて報告をいただくとともに,分野別実務修習における指
導内容や方法について協議したい。

風

2

(出題理由）

新司法修習から開始された選択型実務修習については，配属庁会において，選

択型実務修習の運用ガイドライン等に基づき，個別修習プログラムを策定，実施

していただいており，新しい法曹養成制度の趣旨を体現するものとして，その成

果を積み重ねているところであるが,その一方で司法修習生の取組姿勢等を含め，

改善すべき課題等も指摘されている。この点については，最高裁判所司法修習委
員会における検討結果を踏まえ，本年1月19日付けの司法研修所所長書簡によ

り，司法修習生の自発的な取り組みを促すための選択型実務修習の運用イメージ

を提案するなどしたところであるが， この機会に，各配属庁会における選択型実

務修習の運用の実情を確認するとともに，上記提案等も踏まえ，個別修習プログ

ラムの提供やホームグラウンド修習の実施の在り方を含めて，各配属庁会におけ

る選択型実務修習の充実に向けた取組，工夫点，今後の課題等について協議した

風

い。

以上



(別紙第3）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会

日 程 表

緯､

0

内

月 日 時間 実施内容

〔第1回〕

5月30日 （月）

. 〔第2回〕

6月 6日 （月）

12 ：00

～

13 ：00

13 ：00

～

13 ：40

13 ： 50

～

16 ： 15

16 ： 30

～

17 ： 00

17 ： 30

～

18 ： 50

受付（本館1階エントランスホール）

〔到着確認，懇談会費？寮利用料金徴収手
続等〕

司法研修所長あいさ

事務局説明

ごつ

1 (中講堂）
'

分科協議

民事裁判（第5教室西館2階）

刑事裁判（第6教室西館2階）

検 察（第7教室西館2階）

弁 護（第8教室西館2階）

総合協議（中講堂）

懇談会（図書館棟1階多目的ホール）

※希望者のみ



(別紙第4）

司法研修所への交通案内図

至大宮

至大宮

南浦和駅 至西船橋
至川越

武蔵浦和駅

至東京

必聴
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野

和光市駅 至新宿
U

§3 著
o8

I§
●

●●

東武バス'i
og

■

0§
●

■●

ご
●

：．･･･○･････…･･§．
■ ●

ミス②； ；
● ●

● P■■D●●●●■●●●DDDD
● ロ

東京ﾒﾄﾛ副都心線(至渋谷）
■

西武バス①
● ■
● ●

■

9 ■
。 ：

風

至所沢

認霞祷 西武ノ

大泉学園駅
至池袋

西武池袋線

西国分寺駅八王子 至新宿
JR中央線

至府中本町

【司法研修所所在地】 埼玉県和光市南2丁目3番8号

【所要時間】
･電車

池袋駅一〔東武東上線〕－一和光市駅約16分(急行又は準急）
池袋駅一〔東京ﾒﾄﾛ有楽町線〕－→和光市駅約18分
渋谷駅一〔東京ﾒﾄﾛ副都心線〕一和光市駅約35分(急行）
池袋駅一一一一〔西武池袋線〕一一大泉学園駅約15分(準急）
西国分寺駅-[JR武蔵野綱一一北朝霞駅約19分
武蔵浦和駅--UR武蔵野線〕－一北朝霞駅約8分
南浦和駅-0R武蔵野線〕 北朝霞駅約10分
朝霞台駅一〔東武東上線〕一一和光市駅約6分
.バス

和光市駅一〔東武バス司法研修所循環〕一一一－し司法研修所約10分
和光市駅一〔西武バス①大泉学園駅行き〕一一→司法研修所約10分
（和光市駅一徒歩一→司法研修所約25分(約2km))
大泉学園駅一〔西武バス①和光市駅南口行き〕一→司法研修所約12分
大泉学園駅一〔西武バス②成増駅行き〕－－→司法研修所約15分

厩､



(別紙第5）

バｽ壇霧毒嶬(最篭ﾛ駅から司法研修所まで）1平日】
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります6

1東武東上線，東京メトロ有楽町隷，副都心線和光市駅南口発
（1）東武パス「司法研修所循漂」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

断要時間約10分）

(2)西武パス「大泉学園駅行き」又は
「長久保行き」に乗車バス停｢司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

陣､

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 ． （所要時間

バス停一

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停
「司法研修所」にて下車偏要時間約15分）
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バス運行時刻表（最寄り駅から司法研修所ま
【注意】特別ダイヤで運行している場合があります。

で） 妃上

l東武東上線，東京メトロ有楽町線，副都心線和光市駅南口発
（1）東武バス「司法研修所循環」又は「司法研修所入口行き」
に乗車，バス停「司法研修所入口」にて下車

（所要時間約10分）

(2)西武バス「大泉学園駅行き」又は ．
「長久保行き」に乗車，バス停「司法研修所」
にて下車

（所要時間約10分）

緯､

2西武池袋線大泉学園駅北口発

（1）西武バス「和光市駅南口行き」に乗車，
「司法研修所」にて下車 （所要時間

バス停

約12分）
(2)西武バス「成増駅南口行き」に乗車，バス停b

「司法研修所」にて下車 （所要時間約15分）
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(別紙第6）
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○「司法研修所」バス停
東武・司法研修所循環
和光市駅南”西武

「司法研修所入口」バス停○
東武・司法研修所循環
「司法研修所」バス停○風

①‘大泉学園駅西武 行き

張伽

司法研修所」
西武②大泉学園罫



(別紙第7）

司法研修所いずみ寮の利用について

1 入寮について

入寮受付は，協議会前日は午後3時から午後7時まで，協議会当日は午後零時

からいずれもいずみ寮事務室で行います（入寮方法は，該当する協議員に後日お

知らせします。 ） 。

2寮室について

（1） 司法研修所いずみ寮の寮室の割当ては，司法研修所が行います。

寮室番号は，入寮時にお知らせします。

（2）寮室は，バス， トイレ付の洋室の個室です。洗面用具等タオルセット （歯ブ

ラシ，石鹸，シャンプーリンス， タオル）及びバスタオルは用意してあります

が，それ以外のものについては，各自で用意してください。

なお，浴衣の用意はありませんので，各自で用意してください。

おって，下足箱に上履用のスリッパが入っていますので，履き替えてくださ

い。下足箱は，寮室番号と同一のものを使用してください。

3利用料金について

1泊目の利用料金は， 3， 030円で， 2泊目以降は， 1泊650円が加算さ

れます。

4寮室備付け電話の使用について

(1) 寮室備付けの電話機は，着信のほか，内線又は外線として使用することがで

きます。

（2）発信により市内通話及び市外通話を行う場合の通話料金の支払は，電話専用

のプリペイドカードを使用します。プリペイドカードの購入，使用及び精算の

方法については，いずみ寮A棟1階ロビーに備付けの電話専用プリペイドカー

ド利用案内を参照してください。

（3） 寮室の電話番号は，入寮日に通知します。

/~､

/ー､



5 エアコンの使用について

エアコンは， 24時間使用できます。

6 自動販売機の利用について

1階ロビーに自動販売機コーナーがあります。

7 緊急時等の対応について

夜間に緊急を要する場合には，寮室備付けの電話機で■番又は■■■番を

押してください｡■■■■■■に繋がりますので，その指示に従ってください。
8朝食について

朝食は，平日のみ，午前8時から午前9時30分まで図書館棟2階の食堂（現

金払い360円）が利用できます（ただし,第1回開催時は，都合により利用す

ることができません。 ） 。

なお，昼食については,…別紙第8 「司法研修所食堂の利用について」を参照し

てください。

角

9退寮について

退寮の際，使用したシーツ，バスマット，枕カバー及びバスタオルなどは， リ

ネン室に入れてください。

退寮する時は，寮室の鍵を午前10時までに寮事務室へ返還してください。

10給湯について

各寮室に,洗面用又は入浴用として午前7時から翌日午前零時まで給湯します｡、

また，給湯室の湯沸器は24時間利用できます。

11 門限について

門限は，午後11時です。

12司法研修所への入構について

平日は，正門（午前8時から午後6時30分まで） ，東門（車出入口：午前8

時から午後9時まで，歩行者出入口：終日開放）又は北門（歩行者出入口：終日

開放）を利用してください。

/‐
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なお， 日曜日の入構は，北門（歩行者出入口：終日解放）を利用してください。
喫煙について

寮室及び灰皿が設置されている場所（塵芥室外）以外での喫煙はできません。

その他

13

14

入寮に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課寮務係（電話番

’割 ）にお問い合わせください。

ー

一

－3‐



(別紙第B)

司法研修所食堂の利用について

1 朝食(巫旦_堕皇営業） ※第1回開催時は御利用いただけません。

午前8時から午前9時30分までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用い

ただけます。

利用代金は1食360円となっております。食事の前，食堂に直接お支払い

ください。

2昼食（巫日の丑営業）

午前11時30分から午後1時までの間，図書館棟2階の第2食堂を御利用

いただけます。

利用代金はメニューにより異なりますが， 1食300円から500円程度と

なっております。食事の後，食堂に直接お支払いください。

3 その他

食堂の利用に関して御不明の点がある場合は， 当研修所事務局総務課庶務係

（電話番号048－460－2000）にお問い合わせください。

/一、

/‐、



(別紙第9－1）

平成23年 月 日

司法研修所事務局総務課庶務係御中
(FAX番

司
）

(自宅住所）

※旅賛支給手続に必要ですので，必ず配戦してください。

〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第1回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

へ

標記の利用等については，記の利用等については，下記のとおりです。

記

5月29日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を1

口利用する。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※ 5月29日 （日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※ 5月29日 （日）終日及び同月30日 （月）の朝食は，食堂を利用できませ
ん。

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。
口利用しない。 口 自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］
－口宿泊しない． ⑥

ー

［
へ

5月30日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口利用する。

|灘辮 は、堂鯏用…Ⅷ

2

〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。

（住所・市区町村名まで）

［ ］

L口宿泊しない。

、口利用しない。



(別紙第9－1）

口食堂を利用する予定である。

1
口食堂を利用する予定はない。

口出席する。

［ 口出席しない。

］[:麓” ”肌
口復路のみ

3 5月30日 （月）の昼食は

4 5月30日 （月）の懇談会に

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

/垂、

豊熟≦グリーン車を

口利用しない。

口往復利用する。

目麓鰯鱸：
なお，のぞみ号を

口利用しない。

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

●

/一、

(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。
q

懇談会費(4,000円）及び寮の利用料金は, 5月30日 （月）恋琢云貢(4DUUU同ノ灰u、豪の利用科金は, 5月30日 （月）の協議会受付におい

て徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食
堂の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



(別紙第9-2)

平成23年 月 日
司法研修所事

(FAX番号

養屋遥遥蓋庶務係御中

一 |）
(庁会名）

(自宅住所）

※旅蓑支給手続に必要ですので，必ず記載してください。
〒

(氏 名）

平成23年度司法修習生指導担当者協議会（第2回）における
いずみ寮の利用及び懇談会の出席等について（回答）

標記の利用等については，下記のとおりです。
記

6月5日 （日）の宿泊施設として，いずみ寮を

r口食堂を利用する。

にゞ堂鯏用す＆

へ

1

口利用し， 6月6日 （月）の朝食は

口食堂を利用しない。

※入寮受付は15:00～19:00です。

※6月5日（日）入寮希望者のみ必ず記載

①到着予定時刻（ 時 分頃）

②携帯電話番号（ ）

※6月5日 （日）は，終日食堂を利用できません。

r:鰹駕?宴麓蟄獺口利用しない。 臼毛寺（親戚，知人宅を含む。 ）を利

〆『

、
一

用する。

(住所・市区町村名まで）

［ ］
宿泊しない。、□

2 6月6日 （月）の宿泊施設として，いずみ寮を

口食堂を利用する。

［口利用し， 6月7日 （火）の朝食は

「 ※入寮受付剛:,… 口食堂鯏肌な‘、
,〆□いずみ寮以外の宿泊施設を利用する。

口自宅等（親戚，知人宅を含む。 ）を利用する。
（住所・市区町村名まで）

［ ］

[口宿泊しない｡

一口利用しない。



(別紙第9－2）

口食堂を利用する予定である。

［
□食堂を利用する予定はない。

(□&席すハ
ロ出席しない。

1{呂麓〃 Ⅵ用し
□， 復路のみ

3 6月6日 （月）の昼食は

6月6日 （月）の懇談会に4

交通機関の利用について5

口新幹線（特急）を

＝、

口往復利用する。

≦
グリーン車を

口往復利用する。

［目競撫：
なお，のぞみ号を

口利用しない。

口航空機を利用する（口往復利用口往路のみ口復路のみ） 。

/公
(注）①

②

該当する口内にし印を付してください。

懇談会費(4,000円)及び寮の利用料金は, 6月6日 （月）懇談会費（4,000円）及び寮の利用料金は， 6月6日 （月）の協議会受付において

徴収します（旅費から利用料金等を差し引きする出席者及び参列者を除く。 ） 。食堂

の利用代金は，食堂に直接お支払いいただくことになります。



司研総第000188号

平成23年3月25日

地方検察庁検事正殿（東京を除く。 ）

弁護士会会長殿（在京弁護士会を除く。 ）

司法研修所長佐々木茂美

/一､
平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修

所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

7日 （木）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください（送付書不要，

ﾌｧｸｼﾐﾘ (■■■■~■■)可) 。
なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま

す。

角



司研総第000192号
｡

平成23年3月25日

東京弁護士会会長

第一東京弁護士会会長

第二東京弁護士会会長

殿
殿
殿

ー

司法研修所長佐々木茂美
/ー､

平成23年度司法修習生指導担当者協議会の開催について

（通知）

司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため，標記の協議会を当研修
所において別添「実施要領」のとおり開催します。

ついては，同実施要領を出席者に交付の上，出席者の氏名を別紙様式により4月

7日 （木）までに当研修所事務局総務課庶務係に送付してください（送付書不要，

ﾌｱｸｼﾐﾘ(■■■■■■)可) 。
なお，出席者に対する旅行命令及び旅費支給に関する手続は， 当研修所が行いま
す。

/一､

おって，東京三弁護士会多摩支部に対しては，貴会から周知してください。

』



平成23年5月30日 （月）開催

/垂､

平成23年度

司法修習生指導担当者協議会（第1回）出席者名簿
※外字を含む氏名の方につき，一般的な漢字の表記にさせていただきました。御了承ください。

/~、

司法研修所



P、

角

1

庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

東京地方裁判所 判 事 民事 三村晶子 ミムラアキコ ■■期
〃 〃 民事 村田 渉 ムラタワタル ■■期
〃 〃 刑事 藤井敏明 フジイ トシアキ ■■期
〃 〃 刑事 吉村典晃 ヨシムラ ノリアキ ■■期

東京地方裁判所立川支部 〃 民事 市川正巳 イチカワマサミ ■■期
〃 〃 刑事 毛利晴光 モウリハルミツ ■■期

東京地方検察庁 検 事 佐藤光代 サトウ ミツヨ ■■期
〃 〃 冨士原志奈 フジハラシナ ■■期

東京地方検察庁立川支部 〃 瀬 戸 毅 セト ツヨシ ■■期
東京弁護士会 弁護士 岸本史子 キシモト フミコ ■■期
第一東京弁護士会 〃 野嶋慎一郎 ノジマシンイチロウ ■■期
第二東京.弁護士会 〃 橋元祐之 ハシモト ヒロユキ ■■期
東京三弁護士会多摩支部 〃 佐藤南平 サトウナンペイ ■■期

〃 〃 草道倫武 クサミチ トモタケ ■■期
〃 〃 三浦美佳子 ミウラミカコ ■■期

横浜地方裁判所 判 事 民事 石原寿記 イシハラ ヒサノリ ■■期
〃 〃 刑事 景山太郎 カゲヤマタロウ ■■期

横浜地方検察庁 検 事 千葉雄一郎 チバユウイチロウ ■■期
横浜弁謹士会 弁護士 島崎友樹 シマザキ トモキ ■■期
さいたま地方裁判所 判 事 民事 加藤正男 カトウマサオ ■■期

〃 〃 刑事 大熊一之 オオクマカズユキ ■■期
さいたま地方検察庁 検 事 白川哲也 シラカワテツヤ ■■期
千葉地方裁判所 判 事 民事 三代川三千代 ミヨカワ ミチヨ ■■期

〃 〃 刑事 波床昌則 ハトコマサノリ ■■期
千葉地方検察庁 検 事 小原綾乃

ー

コノ、フ アヤノ ■■期
千葉県弁護士･会 弁護士 古井正二 フルイショウジ ■■期
水 戸 地方裁判所 判 事 民事 窪木 稔 クボキ ミノル ■■期

〃 〃 刑事 根本 渉 ネモト ワタル ■■■■函

水 戸 地方検察庁 検 事 大極俊紀 ダイゴク トシキ ■■期
茨城県弁謹士会 弁護士 後藤直樹 ゴトウナオキ ■■期
宇都宮地方裁判所 判 事 民事 竹内民生 タケウチタミオ ■■期

〃 〃 刑事 井上 豊． イノウエユタカ ■■期
宇都宮地方検察庁 検 事 高瀬一嘉 タカセカズヨシ ■■■期
栃木県弁護士会 弁護士 横堀太郎 ヨコボリ タロウ ■■期
前橋地方裁判所 判 事 民事 西口 元 ニシグチハジメ ■■期

〃 〃 刑事 高山光明 タカヤマミツアキ ■■期
前橋地方検察庁 検 事 山崎文子 ヤマザキアヤコ ■■期
群馬弁護士会 弁護士 石原栄一 イシハラエイイチ ■■期
静岡地方裁判所 判 事 民事 足立 哲 アダチアキラ ■■期

〃 〃 刑事 原田保孝 ハラダヤスタカ ■■期
静岡地方検察庁 検 事 高橋和貴 タカハシカズタカ ■■期
静岡県弁護士会 弁護士． 小宮山克己 コミヤマカツミ ■■■期
甲府地方裁判所 判 事 民事 林 正宏 ハヤシマサヒロ ■■期

〃 〃 刑事 深沢茂之 フカサワシゲユキ ■■■期
甲府地方検察庁 検 事 矢野 元 博 ヤノモトヒロ ■■期
山梨県弁護士会 弁護士 鶴田和雄 ツルタカズオ ■■■期
長野地方裁判所 判 事 民事 山本剛史 ヤマモト タケシ ■■期

〃 〃 刑事 高木順子 タカギジュンコ ■■■期
長野地方検察庁 検 事 小池充夫 コイケミチオ ■■■期
長野県弁護士会 弁護士 柳澤修嗣 ヤナギサワシュウジ ■■■期
新潟地方裁判所 判 事 民事 草野真人 クサノマサト ■■■期

〃 〃 刑事 藤井俊郎 フジイ トシロウ ■■期
新潟地方検察庁 検 事 錦織 聖 ニシコオリ キヨシ ■■■期
新潟県弁霞士会 弁護士 伊藤秀夫 イトウ ヒデオ ■■期
名古屋地方裁判所 判 事 民事 谷口 豊 タニグチユタカ ■■期

〃 〃 刑事 田邊三保子 タナベミホコ ■■■期
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名古屋地方検察庁 検 事 緒方 淳 オガタアツシ ■■期
愛知県弁護士会 弁護士 長谷川龍伸 ハセガワタツノプ ■■期
岐阜地方裁判所 判 事 民事 針塚 遵 ハリヅカジュン ■■期

〃 〃 刑事 山田耕司 ヤマダコウジ ■■期
岐阜地方検察庁 検 事 大串雅里 オオグシマサノリ ■■期
岐阜県弁護士会 弁護士 岡本浩明 オカモト ヒロアキ ■■期
金沢地方裁判所 判 事 民事 源 孝治 ミナモト タカハル ■■期

〃 ． 〃 刑事 神坂 尚 カミサカショウ ■■期
金沢地方検察庁 検 事 古賀栄美 コガエミ ■■期
金沢弁護士会 弁護士 粟田真人 アワダマサト ■■期
富山地方裁判所 判 事 民事 田邊浩典 タナベヒロノリ ■■期

〃 〃 刑事 田中聖浩 タナカキヨヒロ ■■■期
富山地方検察庁 検 事 眞田寿彦 サナダ トシヒコ ■■■期
富山県弁護士会 弁護士 大浦清和 オオウラキヨカズ ■■■期
仙台地方裁判所 判 事 民事 畑 一郎 ハタイチロウ ■■■期

〃 ． 〃 刑事 鈴木信行 スズキノプユキ ■■期
仙台地方検察庁 検 事 秋山仁美 アキヤマヒトミ ■■期
仙台弁護士会 弁護士 官澤里美 カンザワサトミ ■■期
福島地方裁判所 判 事 民事 松谷佳樹 マツタニヨシキ ■■期

〃 〃 刑事 加藤 亮 カトウ リョウ ■■期
福島地方検察庁 検 事 小池 隆 コイケタカシ ■■■期
福島県弁護士会 弁護士 笠間善裕 カサマヨシヒロ ■■期
山形地方裁判所 判 事 民事 石栗正子 イシグリ マサコ ■■■期
山形地方検察庁 検 事 中島泰徳 ナカジマヨシノリ ■■期
山形県弁護士会 弁護士 伊藤陽介 イトウ ヨウスケ ■■期
盛岡地方裁判所 判 事 民事 貝原信之 カイハラ ノプユキ ■■期

〃 〃 刑事 中島真一郎 ナカジマシンイチロウ ■■期
盛岡地方検察庁 検 事 上野 暁 ウエノサトル ■■■期
岩手弁護士会 弁護士 石川 哲 イシカワサトシ ■■■期
秋田地方裁判所 判 事 民事 鈴木陽一 スズキヨウイチ ■■期

〃 〃 刑事 馬場純夫 パパスミオ
申 ■■■期

秋田地方検察庁 検 事 鈴木敏宏 スズキ トシヒロ ■■期
秋田弁護士会 弁護士 狩野節子 カリノセツコ ■■■期
青森地方裁判所 判 事 民事 浦野真美子 ウラノマ.ミコ ■■期

〃 〃
｡

刑事 小川賢司 オガワケンジ ■■期
青森地方検察庁 検 事 新河隆志 シンカワタカシ ■■期
青森県弁護士会 弁護．士 赤津重光 アカツジュウコウ ■■■期
札幌地方裁判所 判 事 民事 本間健裕 ホンマケンユウ ■■■期

〃 〃 刑事 加藤 学 カトウマナブ ■■期
札幌地方検察庁 検 事 岡 俊介 オカシュンスケ ■■■期
札幌弁護士会 弁護士 三春裕嗣 ミハルユウジ ■■■期
函館地方裁判所 判 事 民事 蓮井俊治 ハスイシュンジ． ■■■期

〃 〃 刑事 中桐圭一： ナカギリ ケイイチ ■■期
函館地方検察庁 検 事 中尾貴之 ナカオタカユキ ■■期

・ 函館弁護士会 弁謹士 平井喜一 ヒライキイチ ■■■期
旭川地方裁判所 判 事 民事 田口治美 タグチハルミ ■■■期

〃 〃 刑事 佐伯恒治 サエキコウジ ■■■期
旭川地方検察庁 検 事 鈴木慎二郎 スズキシンジロウ ■■■期
旭川弁護士会 弁護士 中村元弥 ナカムラモトヤ ■■■期
釧路地方裁判所 判 事 民事 小西 洋 コニシヒロシ ⑩

〃 〃 刑事 丸山哲巳 マルヤマテツミ ■■■期
釧路地方検察庁 検 事 澁谷博之 シブヤ． ヒロュキ 邸
釧路弁護士会 弁護士 簑島弘幸 ミノシマヒロユキ ⑩
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日本弁護士連合会

(第一東京弁護士会）
日弁連司法修習
委員会委員 山崎司平 ヤマザキシヘイ ■■期

所 長 安井久治

民事裁判担当 教 官 判 事 奥田正昭
〃 〃 岸 日出夫

刑事裁判担当 〃 秋吉淳一郎
〃 〃 金子武志

検・ 察 担 当 教 官 検 事 大谷晃大
〃 〃

■

畑野隆二

民事弁護担当 教官弁護士 流矢大士
〃 〃 内藤順也

刑事弁護担当 〃 升味佐江子
〃 〃 谷 眞人

事 務 局 長 笠井之彦

事務局次，長 入子福司

事務局 所．付 小野裕信
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平成23年度

司法修習生指導担当者協議会（第2回）出席者名簿

※外字を含む氏名の方につき，一股的な漢字の表記にさせていただきました。御了承ください。

/一､

司法研修所
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､庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

大阪地方裁判所 判事 民事 森 純子 モリ ジュンコ ■■■期
〃 〃 刑事 齋藤正人 サイトウマサト ■■■期

大阪地方検察庁 検事 青木裕史 アオキヒロシ ■■期
大阪弁護士会 弁護士 内藤欣也 ナイトウキンヤ ■■期
京都地方裁判所 判事 民事 瀧華聡之 タキハナサトシ ■■期

〃 〃 刑事 宮崎英一 ﾐヤザキエイイチ ■■期
京都地方検察庁 検事 金木秀文 カネキヒデフミ ■■■期
京都弁護士会 弁護士 白浜徹朗 シラハマテツロウ ■■■期
神戸地方裁判所 判．事 民事 矢尾和子 ヤオカズコ ■■期

〃 〃 刑事 岡田 信 オカダマコト ■■期
神戸地方検察庁 検事 林 正章 ハヤシマサアキ ■■期
兵庫県弁護士会 弁護士 藤掛伸之 フジカケノブュキ ■■期
奈良地方裁判所 判事 民事 一谷好文 イチタニヨシプミ ■■期

〃 〃 〃 刑事 橋本 一 ハシモトハジメ ■■期
奈良地方検察庁 検事 徳久 ・ 正 トクヒサタダシ ■■■期
奈良弁護士会 弁護士 福井・英之 フクイ ヒデユキ ■■■期
大津地方裁判所 判事 民事 長谷部幸弥 ハセベサチヤ ■■■期

〃 〃 刑事 飯島健太郎 イイジマケンタロウ ■■期
大津地方検察庁 検事 吉池浩嗣 ヨシイケヒロツグ ■■期
滋賀弁護士会 弁護士 甲津貴央 コウヅタカオ ■■■期
和歌山地方裁判所 判事 民事 高橋善久 タカハシヨシヒサ ■■期

〃 〃 刑事 柴山 智 シバヤマサトシ ■■期
和歌山地方検察庁 検事 原島 肇 ハラシマハジメ ■■期
和歌山弁護士会 弁護士 阪本康文 サカモトヤスフミ ■■期
津地方裁判所 判事 民事 堀内照美 ホリウチテルミ ■■■期

〃 〃 刑事 岩井隆義 イワイタカョシ ■■■期
津地方検察庁 検事． 作原大成 サクハラタイセイ ■■期
三重弁護士会 弁護士 杉岡 治 スギオカオサム ■■期
福井地方裁判所 判事 民事 坪井宣幸 ツボイノブユキ ■■■期

〃 〃 刑事 鵜飼祐充 ウカイ ヒロミツ ■■期
福井地方検察庁 検事 金沢和憲 カナザワカズノリ ■■期
福井弁護士会 弁護士 内上和博 ウチガミカズヒロ ■■期
広島地方裁判所 判事 民事 金村敏彦 カネムラ トシヒコ ■■期

〃 〃 刑事 伊名波宏仁 イナバコウジ ■■期
広島地方検察庁 検事 坂本順彦 サカモト ノプヒ． ■■期
広島弁護士会 弁護士 山下哲夫 ヤマシタテツオ ■■期
山口地方裁判所 判事 民事 山本善彦 ヤマモト ョシヒ． ■■期

〃 〃 刑事 長倉哲夫 ナガクラテツオ ■■期
山口地方検察庁 検事 澤田康広 サワダヤスヒロ ■■期
山口県弁護士会 弁護士 浜崎大輔 ハマサキダイスケ ■■期．
岡山地方裁判所 判事 民事 山口浩司 ヤマグチコウジ ■■期

〃 〃 刑事 田尻克巳 タジリ カツミ ■■期
岡山地方検察庁 検事 大原裕吉 オオハラユウキチ ■■期
岡山弁護士会 弁護士 種田和英 タネダカズヒデ ■■■期
鳥取地方裁判所 判事 民事 和久田 斉 ワクダヒトシ ■■期

〃 〃 刑事 大崎良信 オオサキヨシノブ ■■期
鳥取地方検察庁 検事 山上富蔵 ヤマガミ トミゾウ ■■期
鳥取県弁護士会 弁護士 松本啓介 マツモトケイスケ ■■■期
松江地方裁判所 判事 民事 河村 浩 カワム ラ ヒロシ ■■期

〃 〃 刑事 横山泰造 ヨコヤマタイゾウ ■■■期
松江地方検察庁 検事 森田邦郎 モリタクニオ ■■期
島根県弁護士会 弁護士 中村寿夫 ナカムラ ヒサオ ■■■期
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判事 民事 岩木 宰 イワキオサム ■■期
〃 刑事 田口直樹 タグチナオキ ■■■期
検事 中尾英明 ナカオヒデアキ ■■■期
弁護士 多加喜寛明 タカキヒロアキ ■■■期
判事 民事 野尻純夫 ノジリ スミオ ■■期
〃 刑事 若宮利信 ワカミヤ トシノブ ■■■期
検事 馬場浩一 パパコウイチ ■■期
弁護士 松尾弘志 マツオヒロシ ■■期
判事 民事 須田啓之 スダケイジ ■■期
〃 刑事 重富 朗 シゲトミ アキラ ■■■期
検事 原山和高 ハラヤマカズタカ ■■期
弁護士 中西祥之 ナカニシヨシユキ ■■■期
判事 民事 中平 健 ナカダイラケン ■■期
〃 刑事 西崎健児 ニシザキケンジ ■■■期
検事 石垣光雄 イシガキ ミツオ ■■期
弁護士 大森克磨 オオモリ カッマ ■■■期
判事 民事 原 克也

ー

ﾉ、フ カツヤ ■■期
〃 刑事 鈴木浩美 スズキヒロョシ ■■■期
検事 岡本哲人 オカモトテツト ■■■期
弁護士 山下永毒 ヤマシタェイジ1 ■■期
判事 民事 牧 賢二 マキケンジ ■■期
〃 刑事 中牟田博章 ナカムタ ヒロアキ ■■期
検事 今村智仁 イマムラ トモヒト ■■■期
弁護士 熊谷光司 クマガイコウジ ■■期
判事 民事 牧 真千子 マキマチコ ■■期
〃 刑事 中田幹人 ナカタマサト ■■期
検事 児玉陽介 コダマヨウスケ ■■期
弁護士 萩元重喜 ハギモトシゲキ ■■期
判事 民事 平田直人 ヒラタナオト ■■■期
〃 刑事 鈴木秀行 スズキヒデユキ ■■期
検事 平光信隆 ヒラミツノプタカ ■■期
弁護士 池田 修 イケダオサム ■■期
判事 民事 横溝邦彦 ･ヨコミゾクニヒコ ■期
〃 刑事 幅田勝行 ﾉ､バタカツユキ ■■期
検事 飯塚購久 イイヅカハルヒサ ■■期
弁護士 大平 昇 オオヒ ラ ノボル ■■期
判事 民事 齋木稔久 サイキ トシヒサ ■■■期
〃 刑事 佐藤晋一郎 サトウシンイチロウ ■期
検事 中川善雄 ナカガワヨシオ ■■期
弁護士 松尾泰三 マツオタイゾウ ■■■期
判事 民事 松田典浩 マツダノリヒロ ■■■期
〃 刑事 平出喜一 ヒライデキイチ ■■期
検事 北野 彰 キタノアキラ ■■期
弁護士 長山育男 ナガヤマイクオ ■■期
判事 民事 濱口 浩 ハマグチヒロシ ■■期
〃 刑事 足立 勉 アダチベン ■■期
検事 竹中ゆかり タケナカユカリ ■■期



参列者

再J1全もりI ~I雲”I

戸､

（
一

5

日本弁護士連合会

(第一東京弁講士今）
日弁連司法修習
委員会委員 山崎司平 ヤマザキシヘイ

民事裁判担当
所 長

教官判事
安井久治

奥田正昭
〃

刑事.裁判担当

〃

〃

岸 日出夫

秋吉淳一郎
〃

検 察 担 当

〃

教官検事
金子武志

大谷晃大
〃

民事弁護担当

〃

教官弁護士
畑野隆二

流矢大士
〃

刑事弁護担当

〃

〃

内藤順也

升味佐江子
〃

〃

事務局長
谷 眞人

笠井之彦
事務局次長

事務局所付
入子福司

小野裕信


